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(57)【要約】
【課題】端子の強度を維持しつつ、端子の低背化を実現
する。
【解決手段】端子は、導電性接触板１０と、導電性本体
部２０と、延出部３０と、ランス７０とを備える。導電
性接触板１０は、弾性を有し、相手方端子に接触する。
導電性本体部２０は、導電性接触板１０を支持し、側板
部２３を有する。延出部３０は、側板部２３の＋Ｚ側の
端から延出して導電性本体部２０の外方に折り返されて
いる折返し部分３１と、折返し部分３１の先端から延出
して側板部２３に重なっている重なり部分３２とを有す
る。ランス７０は、重なり部分３２から突出し、片持ち
梁状の部材である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性を有し、相手方端子に接触する導電性接触板と、
　前記導電性接触板を支持し、第１壁部を有する筒状の導電性本体部と、
　前記第１壁部の端から延出して前記導電性本体部の外方に折り返されている第１の折返
し部分と、前記第１の折返し部分の先端から延出して前記第１壁部に重なっている第１の
重なり部分と、を有する第１延出部と、
　前記第１の重なり部分から突出する片持ち梁状の第１ランスと、
　を備える、端子。
【請求項２】
　前記導電性本体部は、前記第１壁部に対向する第２壁部を有し、
　前記導電性接触板は、前記第１壁部と前記第２壁部との間に配置されている、請求項１
に記載の端子。
【請求項３】
　前記第２壁部の端から延出して前記導電性本体部の外方に折り返されている第２の折返
し部分と、前記第２の折返し部分の先端から延出して前記第２壁部に重なっている第２の
重なり部分と、を有する第２延出部と、
　前記第２の重なり部分から突出する片持ち梁状の第２ランスと、
　を備える請求項２に記載の端子。
【請求項４】
　前記導電性本体部には、前記第１壁部の外壁面から突出すると共に、前記第１の重なり
部分に当接する突部が形成されている、請求項１から３のいずれか一項に記載の端子。
【請求項５】
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に平行な軸線を中心に折り返され
ている、請求項１から４のいずれか一項に記載の端子。
【請求項６】
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に直交する方向に平行な軸線を中
心に折り返されている、請求項１から４のいずれか一項に記載の端子。
【請求項７】
　前記第１壁部は、前記導電性接触板に対面し、
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に直交する方向に平行な軸線を中
心に折り返されている、請求項１に記載の端子。
【請求項８】
　前記第１ランスは、突出する方向に平行に形成されている折り目状の折り目部を有する
、請求項１から７のいずれか一項に記載の端子。
【請求項９】
　前記第１延出部は、前記導電性本体部の一方の端部に形成され、
　前記第１ランスを挟んだ、前記導電性本体部の他方の端部側に形成されている他端側の
延出部を備え、
　前記他端側の延出部は、前記第１壁部の端から延出して、前記導電性本体部の外方に折
り返されている他端側の折返し部分と、前記他端側の折返し部分の先端から延出して前記
第１壁部に重なっている他端側の重なり部分と、を有する、請求項１から８のいずれか一
項に記載の端子。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の端子と、
　前記第１ランスに係合する係合部が形成されているハウジングと、
　を備える、コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、端子及びコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コネクタのハウジングに挿入される端子には、ハウジングに形成されたランス掛り部に
係止するランスが形成されている（例えば、特許文献１参照）。ランスがハウジングのラ
ンス掛り部に係止することで、端子は、抜止め不可能な状態で、ハウジングに保持される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２４７５４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の端子では、ランスは、金属板からなる端子本体部の側壁から切り起
こされて形成されている。このため、側壁の剛性が低下しやすく、結果的に、端子の強度
が低下するおそれがある。特に、端子を低背化した場合、端子の強度の低下が大きくなり
やすく、従来の構造では、端子の低背化に対する要求に応えるのが困難であった。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、端子の強度を維持しつつ、端子の低
背化を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の観点に係る端子は、
　弾性を有し、相手方端子に接触する導電性接触板と、
　前記導電性接触板を支持し、第１壁部を有する筒状の導電性本体部と、
　前記第１壁部の端から延出して前記導電性本体部の外方に折り返されている第１の折返
し部分と、前記第１の折返し部分の先端から延出して前記第１壁部に重なっている第１の
重なり部分と、を有する第１延出部と、
　前記第１の重なり部分から突出する片持ち梁状の第１ランスと、
　を備える。
【０００７】
　前記導電性本体部は、前記第１壁部に対向する第２壁部を有し、
　前記導電性接触板は、前記第１壁部と前記第２壁部との間に配置されていてもよい。
【０００８】
　前記第２壁部の端から延出して前記導電性本体部の外方に折り返されている第２の折返
し部分と、前記第２の折返し部分の先端から延出して前記第２壁部に重なっている第２の
重なり部分と、を有する第２延出部と、
　前記第２の重なり部分から突出する片持ち梁状の第２ランスと、
　を備えていてもよい。
【０００９】
　前記導電性本体部には、前記第１壁部の外壁面から突出すると共に、前記第１の重なり
部分に当接する突部が形成されていてもよい。
【００１０】
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に平行な軸線を中心に折り返され
ていてもよい。
【００１１】
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に直交する方向に平行な軸線を中
心に折り返されていてもよい。
【００１２】
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　前記第１壁部は、前記導電性接触板に対面し、
　前記第１の折返し部分は、前記導電性本体部の軸方向に直交する方向に平行な軸線を中
心に折り返されていてもよい。
【００１３】
　前記第１ランスは、突出する方向に平行に形成されている折り目状の折り目部を有して
いてもよい。
【００１４】
　前記第１延出部は、前記導電性本体部の一方の端部に形成され、
　前記第１ランスを挟んだ、前記導電性本体部の他方の端部側に形成されている他端側の
延出部を備え、
　前記他端側の延出部は、前記第１壁部の端から延出して、前記導電性本体部の外方に折
り返されている他端側の折返し部分と、前記他端側の折返し部分の先端から延出して前記
第１壁部に重なっている他端側の重なり部分と、を有していてもよい。
【００１５】
　本発明の第２の観点に係るコネクタは、
　本発明の第１の観点に係る端子と、
　前記第１ランスに係合する係合部が形成されているハウジングと、
　を備える。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、第１ランスは、第１壁部に重なっている第１の重なり部分から突出す
る。このため、ランスの形成に起因する壁部の剛性の低下が抑制される。結果として、端
子の強度を維持しつつ、端子の低背化を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係るコネクタの斜視図である。
【図２】（Ａ）は、実施の形態１に係る端子の平面図である。（Ｂ）は、（Ａ）のＩＩＢ
－ＩＩＢ線の断面図である。
【図３】実施の形態１に係る導電性本体部の斜視図（その１）である。
【図４】（Ａ）は、実施の形態１に係る導電性本体部の斜視図（その２）である。（Ｂ）
は、実施の形態１に係る導電性本体部のＸＹ断面図である。
【図５】（Ａ）は、実施の形態１に係る導電性本体部の斜視図（その３）である。（Ｂ）
は、実施の形態１に係る導電性本体部の平面図である。
【図６】（Ａ）は、実施の形態１に係る端子をハウジングに取り付ける過程を示すＹＺ断
面図（その１）である。（Ｂ）は、実施の形態１に係る端子をハウジングに取り付ける過
程を示すＸＹ断面図（その１）である。
【図７】（Ａ）は、実施の形態１に係る端子をハウジングに取り付ける過程を示すＹＺ断
面図（その２）である。（Ｂ）は、実施の形態１に係る端子をハウジングに取り付ける過
程を示すＸＹ断面図（その２）である。
【図８】図７（Ｂ）の矢印ＶＩＩで示した部分の拡大図である。
【図９Ａ】実施の形態１に係る端子をハウジングから取り外す方法を説明するための図で
ある。
【図９Ｂ】実施の形態１に係るランスの作用及び効果を説明するための図である。
【図１０Ａ】本発明の実施の形態２に係るコネクタの斜視図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施の形態２に係るコネクタの平面図である。
【図１１Ａ】本発明の実施の形態３に係るコネクタの斜視図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施の形態３に係るコネクタのＹＺ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
実施の形態１．
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　以下、本発明の実施の形態１に係る端子及びコネクタを、図１～図８を参照して説明す
る。なお、理解を容易にするために、ＸＹＺ座標を設定し、適宜参照する。また、端子の
導電性本体部の軸方向は、Ｙ軸方向に平行な方向である。
【００１９】
　本発明の実施の形態１に係るコネクタ１００は、例えば、自動車に装備される電子回路
部品に用いられる無方向コネクタである。コネクタ１００は、図１に示すように、雄端子
を備える相手方コネクタ２００に接続される。コネクタ１００は、端子１と、ハウジング
１０１と、カバー１１０とを備える。カバー１１０は、ハウジング１０１に組み付けられ
ると共にハウジング１０１の一部を覆う。
【００２０】
　端子１は、図２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、Ｙ軸方向に延在する形状の雌端子から
構成されている。本実施形態では、端子１は、一枚の金属板から形成されている。しかし
ながら、これに限らず、端子１は、２枚以上の金属板から形成された複数ピースタイプの
端子であってもよい。端子１は、導電性接触板１０と、導電性本体部２０と、延出部３０
，４０，５０，６０と、ランス７０，８０と、かしめ部９０とを備える。
【００２１】
　導電性接触板１０は、銅、銅合金等からなる弾性と導電性とを有する板材から形成され
た板バネ部材である。導電性接触板１０は、＋Ｚ側に向けて突出するアーチ状に形成され
たアーチ部分を有する。導電性接触板１０は、導電性本体部２０に覆われると共に、導電
性接触板１０のアーチ部分が、導電性本体部２０から露出する。導電性接触板１０のアー
チ部分の＋Ｚ側の面は、相手側端子である雄端子に接触する。
【００２２】
　導電性本体部２０は、導電性接触板１０を支持する部材である。導電性本体部２０は、
図２（Ｂ）及び図３に示すように、底板部２１と、天板部２２と、＋Ｘ側の側壁部である
側板部２３（第１壁部）と、－Ｘ側の側壁部であり、側板部２４（第２壁部）とからなる
角筒状に形成されている。底板部２１は、天板部２２に対向すると共に、側板部２３は、
側板部２４に対向する。導電性本体部２０の側板部２３と側板部２４との間には、導電性
接触板１０が配置されている。導電性本体部２０は、銅、銅合金等の導電性の素材から形
成されている。
【００２３】
　導電性本体部２０には、側板部２３の外壁面から突出する突部２３ａが形成されている
。突部２３ａは、延出部３０の－Ｙ側の端部に隣接した位置に設けられている。なお、本
実施の形態１では、突部２３ａは、側板部２３に形成され、側板部２４には形成されてい
ない。
【００２４】
　延出部３０（第１延出部）は、図４（Ａ）に示すように、導電性本体部２０の＋Ｘ側か
つ－Ｙ側の端部（一方の端部）に形成されている。延出部３０は、折返し部分３１と、重
なり部分３２とを有する。
【００２５】
　折返し部分３１は、側板部２３の上端（＋Ｚ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、折返し
部分３１は、Ｙ軸方向に平行な軸線Ａ１を中心に折り返されている。
【００２６】
　重なり部分３２は、折返し部分３１の先端から延出して側板部２３に重なっている。こ
の重なり部分は、側板部２３に形成された突部２３ａに当接する。
【００２７】
　延出部４０（第２延出部）は、図５（Ａ）に示すように、導電性本体部２０の－Ｘ側か
つ－Ｙ側の端部に形成されている。延出部４０は、延出部３０と同様に、折返し部分４１
と、重なり部分４２とを有する。
【００２８】
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　折返し部分４１は、側板部２４の上端（＋Ｚ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、図５（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、折返し
部分４１は、Ｙ軸方向に平行な軸線Ａ２を中心に折り返されている。
【００２９】
　重なり部分４２は、折返し部分４１の先端から延出して側板部２４に重なっている。
【００３０】
　延出部４０と延出部３０とは、図２（Ａ）に示す平面視において、導電性本体部２０の
軸方向に平行な軸Ｌに対して対称の位置に形成されている。
【００３１】
　延出部５０（他端側の延出部）は、図４（Ａ）に示すように、Ｙ軸方向において、ラン
ス７０を挟んで、延出部３０の形成位置の反対側に形成されている。延出部５０は、折返
し部分５１と、重なり部分５２とを有する。
【００３２】
　折返し部分５１は、側板部２３の上端（＋Ｚ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、折返し
部分５１は、Ｙ軸方向に平行な軸線Ａ１を中心に折り返されている。
【００３３】
　重なり部分５２は、折返し部分５１の先端から延出して側板部２３に重なっている。
【００３４】
　延出部６０は、図５（Ａ）に示すように、Ｙ軸方向において、ランス８０を挟んで、延
出部４０の形成位置の反対側に形成されている。延出部６０は、延出部５０と同様に、折
返し部分６１と、重なり部分６２とを有する。
【００３５】
　折返し部分６１は、側板部２４の上端（＋Ｚ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、図５（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、折返し
部分６１は、Ｙ軸方向に平行な軸線Ａ２を中心に折り返されている。
【００３６】
　重なり部分６２は、折返し部分６１の先端から延出して側板部２４に重なっている。
【００３７】
　延出部６０と延出部５０とは、図２（Ａ）に示す平面視において、導電性本体部２０の
軸方向に平行な軸Ｌに対して対称の位置に形成されている。
【００３８】
　また、導電性本体部２０は、図５（Ｂ）に示すように、延出部３０，４０を含んで構成
される一端側の延出部形成部分Ｐ１と、延出部５０，６０を含んで構成される他端側の延
出部形成部分Ｐ２と、を有する。なお、図５（Ｂ）において、一端側の延出部形成部分Ｐ
１及び他端側の延出部形成部分Ｐ２には、理解を容易にするためドットを付記している。
一端側の延出部形成部分Ｐ１の幅Ｗ１（延出部３０の外面からの延出部４０の外面までの
幅Ｗ１）は、他端側の延出部形成部分Ｐ２の幅Ｗ２（延出部５０の外面からの延出部６０
の外面までの幅Ｗ２）と同一である。ただし、これに限らない。幅Ｗ２は、幅Ｗ１よりや
や小さくてもよいし、幅Ｗ１よりやや大きくてもよい。
【００３９】
　ランス７０（第１ランス）は、ハウジングのランス掛り部に係止することで、端子１を
抜止め不可能な状態で、ハウジングに保持するために形成されている。ランス７０は、図
４（Ａ）に示すように、延出部３０の重なり部分３２から突出した状態で形成されている
。これにより、ランス７０は、重なり部分３２側の端部を固定端とし、反対側の端部を自
由端とする片持ち梁状に形成される。また、ランス７０は、突出する方向に平行に形成さ
れている折り目状の折り目部７１を有する。ランス７０は、折り目部７１に沿って曲げら
れている。
【００４０】
　ランス８０（第２ランス）は、ハウジングのランス掛り部に係止することで、端子１を
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抜止め不可能な状態で、ハウジングに保持するために形成されている。ランス８０は、図
５（Ａ）に示すように、延出部４０の重なり部分４２から突出した状態で形成されている
。これにより、ランス８０は、重なり部分４２側の端部を固定端とし、反対側の端部を自
由端とする片持ち梁状に形成される。また、ランス８０は、突出する方向に平行に形成さ
れている折り目状の折り目部８１を有する。ランス８０は、折り目部８１に沿って曲げら
れている。ランス８０とランス７０とは、図２（Ａ）に示す平面視において、軸Ｌに対し
て対称に形成されている。
【００４１】
　かしめ部９０は、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように、導体かしめ部９１と被覆固
定部９２とを備える。導体かしめ部９１は、かしめにより、絶縁被覆線の芯線の先端部に
圧着され、電気的に接続される。被覆固定部９２は、かしめにより、絶縁被覆線の端部を
押さえて、引き抜き力から導体かしめ部９１と芯線との接続を保護する。かしめ部９０と
導電性本体部２０とが一体に形成されていることから、導体かしめ部９１に圧着された芯
線と導電性本体部２０に接続された雄端子とが電気的に接続される。
【００４２】
　上述のように構成された端子１は、図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示すように、略円筒形
状に形成されたハウジング１０１に取り付けられる。
【００４３】
　ハウジング１０１は、絶縁性の素材から形成されている。ハウジング１０１には、端子
１を収容する端子収容空間１０２と、ランス掛り部１０３，１０４とが形成されている。
【００４４】
　図６（Ａ）に示すように、端子収容空間１０２の底面（導電性本体部２０の底板部２１
に対向する面）には、Ｙ軸方向に対して傾斜する傾斜面１０２ａが形成されている。また
、端子収容空間１０２には、図６（Ｂ）に示すように、端子収容空間１０２内で最も幅の
狭い被嵌合空間１０２ｂが形成されている。被嵌合空間１０２ｂは、その幅Ｗ３（Ｘ軸方
向における長さ）が、導電性本体部２０の他端側の延出部形成部分Ｐ２の幅Ｗ２と同等で
ある。
【００４５】
　ランス掛り部１０３，１０４は、端子１のランス７０、８０が係止することで、端子１
を抜止め不可能な状態で、ハウジング１０１に保持する。
【００４６】
　次に、ハウジング１０１に端子１を取り付ける際の各部材の動作について、図６～図８
を参照して説明する。
【００４７】
　ハウジング１０１に端子１を取り付けるユーザは、図６（Ａ）に示すように、ハウジン
グ１０１の端子収容空間１０２に、＋Ｙ側の開口から端子１を挿入すると、端子１は、そ
の導電性接触板１０のアーチ部が撓みつつ、端子収容空間１０２内を－Ｙ方向に移動する
。また、端子１は、図６（Ｂ）に示すように、ランス７０、８０が矢印Ｒ１に示す方向に
撓みつつ、端子収容空間１０２内を移動する。
【００４８】
　次に、端子１が端子収容空間１０２を移動していくと、端子１の導電性接触板１０が傾
斜面１０２ａに到達する。そして、導電性接触板１０は、傾斜面１０２ａに案内されて、
図７（Ａ）に示すように、＋Ｚ側に撓み、導電性接触板１０のアーチ部が＋Ｚ方向に突出
する。また、端子１は、図７（Ｂ）及び図８に示すように、ランス７０，８０が矢印Ｒ２
に示す方向に弾性回復し、ランス７０，８０がランス掛り部１０３，１０４に係止する。
これにより、端子１は、ハウジング１０１から＋Ｙ方向に抜止め不可能な状態で、ハウジ
ング１０１に保持される。また、導電性本体部２０の他端側の延出部形成部分Ｐ２が、被
嵌合空間１０２ｂに嵌る。なお、図８において、他端側の延出部形成部分Ｐ２には、理解
を容易にするためドットを付記している。
【００４９】
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　次に、ハウジング１０１から端子１を取り外す方法について、図９Ａを参照して説明す
る。
【００５０】
　ハウジング１０１から端子１を取り外す場合、図９Ａを参照するとわかるように、ユー
ザは、専用の治具Ｊを用いて、ランス７０，８０を矢印Ｒ１に示す方向に撓ませる。これ
により、ランス７０，８０とランス掛り部１０３，１０４との係止が解除される。次に、
端子１を＋Ｙ方向に引き抜く。以上により、ハウジング１０１からの端子１の取り外しが
完了する。
【００５１】
　以上、説明したように、本実施の形態１に係る端子１によれば、図３及び図４（Ａ）に
示すように、ランス７０，８０は、側板部２３，２４に重なっている重なり部分３２，４
２から突出する。このため、ランス７０，８０の形成に起因する側板部２３，２４の剛性
の低下が抑制される。これにより、端子１の厚み（Ｚ軸方向における寸法）を小さくする
ことができる。結果として、端子１の強度を維持しつつ、端子１の低背化を実現すること
が可能になる。
【００５２】
　また、本実施の形態１では、導電性本体部２０には、側板部２３の外壁面から突出する
と共に、重なり部分３２に当接する突部２３ａが形成されている。この突部２３ａは、ハ
ウジング１０１から端子１を引き抜く方向の力が加えられた際の、側板部２３に対する重
なり部分３２の変形を規制するストッパーとして機能する。
【００５３】
　例えば、導電性本体部２０に突部２３ａが形成されていない例について説明する。ハウ
ジング１０１から端子１を取り外す通常の動作とは異なる動作が働いた場合、ランス７０
，８０がランス掛り部１０３，１０４に係止されているので、導電性本体部２０に通常の
引抜き力とは異なる予期せぬ力Ｆが加わることがある。この場合、図９Ａの矢印Ａ３に示
す方向（－Ｙ方向）に、側板部２３に対して、重なり部分３２が変形するおそれがある。
これに対して、本実施の形態１では、図３及び図４（Ａ）に示すように、突部２３ａがス
トッパーとして機能するため、導電性本体部２０に予期せぬ力Ｆが加えられた際の、側板
部２３に対する重なり部分３２の変形を抑制することができる。
【００５４】
　また、本実施の形態１に係る端子１は、図８に示すように、延出部５０，６０を備えて
いる。これら延出部５０，６０を含んで構成された他端側の延出部形成部分Ｐ２のＸ軸方
向における幅Ｗ２は、ハウジング１０１の端子収容空間１０２の被嵌合空間１０２ｂのＸ
軸方向における幅Ｗ３と同等である（図６（Ｂ）参照）。このため、端子１が端子収容空
間１０２に収容されると、他端側の延出部形成部分Ｐ２が被嵌合空間１０２ｂに嵌合する
ことにより、端子収容空間１０２に収納された端子１のがたつきを抑制することができる
。また、端子収容空間１０２内で端子１が－Ｘ方向又は＋Ｘ方向に片寄ることにより、ラ
ンス７０，８０とランス掛り部１０３，１０４との係止が外れることを抑制することがで
きる。なお、幅Ｗ２が、幅Ｗ３よりもわずかに大きかったり、わずかに小さかったりして
いても、同様の効果を奏することができる。
【００５５】
　また、本実施の形態１に係る端子１においては、図４（Ａ）に示すように、ランス７０
，８０は、その突出する方向に平行に形成されている折り目部７１，８１を有する。この
折り目部７１，８１により、ランス７０，８０の強度を向上させることができる。また、
導電性本体部２０に通常の引抜き力とは異なる予期せぬ力Ｆが加えられた際に、ランス７
０，８０の自由端の戻りを抑制することができる。例えば、ランス７０，８０が折り目部
７１，８１を有していない図９Ｂに示す例の場合、導電性本体部２０に予期せぬ力Ｆが加
えられると、ランス７０の自由端が－Ｙ方向に戻り、ランス７０に戻り部分７２が形成さ
れるおそれがある。しかしながら、本実施の形態１では、ランス７０，８０が、折り目部
７１，８１を有していることから、ランス７０，８０の自由端の戻りを抑制でき、結果と
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して、ハウジング１０１に対する端子１の保持力を向上させることができる。
【００５６】
実施の形態２．
　以下、本発明の実施の形態２に係る端子を、図１０Ａ、図１０Ｂを参照して説明する。
実施の形態１との相違点を主に説明する。説明した相違点以外は、実施の形態１と同じも
のとする。なお、理解を容易にするために、ＸＹＺ座標を設定し、適宜参照する。
【００５７】
　本発明の実施の形態２に係る端子２は、図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、導電性接
触板１０と、導電性本体部２０と、延出部３０，４０，５０，６０と、ランス７０，８０
と、かしめ部（図示せず）とを備える。実施の形態２に係る端子２では、延出部３０，４
０の折返し部分３１，４１の折返し形状が異なる点で、実施の形態１に係る端子１と相違
する。
【００５８】
　延出部３０（第１延出部）は、導電性本体部２０の＋Ｘ側かつ－Ｙ側の端部（一方の端
部）に形成されている。延出部３０は、折返し部分３１と、重なり部分３２とを有する。
【００５９】
　折返し部分３１は、側板部２３の先端（－Ｙ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、折返し部分３１は、Ｙ軸方向に直交する方向に平
行な軸線（Ｚ軸方向に平行な軸線）を中心に折り返されている。
【００６０】
　重なり部分３２は、折返し部分３１の先端から延出して側板部２３に重なっている。
【００６１】
　延出部４０（第２延出部）は、導電性本体部２０の－Ｘ側かつ－Ｙ側の端部（一方の端
部）に形成されている。延出部４０は、延出部３０と同様に、折返し部分４１と、重なり
部分４２とを有する。
【００６２】
　折返し部分４１は、側板部２４の先端（－Ｙ側の端）から延出して、導電性本体部２０
の外方に折り返されている。詳しくは、折返し部分４１は、Ｙ軸方向に直交する方向に平
行な軸線（Ｚ軸方向に平行な軸線）を中心に折り返されている。
【００６３】
　重なり部分４２は、折返し部分４１の先端から延出して側板部２４に重なっている。
【００６４】
　延出部４０と延出部３０とは、図１０Ｂに示す平面視において、導電性本体部２０の軸
方向に平行な軸に対して対称の位置に形成されている。
【００６５】
　以上、説明したように、本実施の形態２に係る端子２によれば、ランス７０，８０は、
側板部２３，２４に重なっている重なり部分３２，４２から突出する。このため、ランス
７０，８０の形成に起因する側板部２３，２４の剛性の低下が抑制される。これにより、
端子２の厚み（Ｚ軸方向における寸法）を小さくすることができる。結果として、端子２
の強度を維持しつつ、端子２の低背化を実現することが可能になる。また、実施の形態１
に係る端子１と同様の効果を奏することができる。
【００６６】
実施の形態３．
　以下、本発明の実施の形態３に係る端子を、図１１Ａ、図１１Ｂを参照して説明する。
実施の形態２との相違点を主に説明する。説明した相違点以外は、実施の形態２と同じも
のとする。なお、理解を容易にするために、ＸＹＺ座標を設定し、適宜参照する。
【００６７】
　本発明の実施の形態３に係る端子３は、図１１Ａ及び図１１Ｂに示すように、導電性接
触板１０と、導電性本体部２０と、延出部３０と、ランス７０と、かしめ部（図示せず）
とを備える。実施の形態３に係る端子３では、延出部３０の形成数，ランスの形成数が異



(10) JP 2017-199541 A 2017.11.2

10

20

30

40

なる点で、実施の形態２に係る端子２と相違する。
【００６８】
　延出部３０（第１延出部）は、導電性本体部２０の－Ｚ側かつ－Ｙ側の端部（一方の端
部）に形成されている。延出部３０は、折返し部分３１と、重なり部分３２とを有する。
【００６９】
　折返し部分３１は、底板部２１（第１壁部）の先端（－Ｙ側の端）から延出して、導電
性本体部２０の外方に折り返されている。詳しくは、折返し部分３１は、Ｙ軸方向に直交
する方向に平行な軸線（Ｘ軸方向に平行な軸線）を中心に折り返されている。
【００７０】
　重なり部分３２は、折返し部分３１の先端から延出して底板部２１に重なっている。
【００７１】
　ランス７０（第１ランス）は、ハウジングのランス掛り部に係止することで、端子３を
抜止め不可能な状態で、ハウジングに保持するために形成されている。ランス７０は、延
出部３０の重なり部分３２から突出した状態で形成されている。これにより、ランス７０
は、重なり部分３２側の端部を固定端とし、反対側の端部を自由端とする片持ち梁状に形
成される。また、ランス７０は、突出する方向に平行に形成されている折り目状の折り目
部を有する。
【００７２】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種
々の変更が可能である。
【００７３】
　例えば、本実施の形態１においては、突部２３ａは、側板部２３に形成され、側板部２
４には形成されていない。しかしながら、これに限られない。突部２３ａは、側板部２３
及び側板部２４の両方に形成されていてもよい。
【００７４】
　本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形
が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この発明を説明するためのも
のであり、本発明の範囲を限定するものではない。すなわち、本発明の範囲は、実施の形
態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同
等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、この発明の範囲内とみなされる。
【符号の説明】
【００７５】
　１，２，３：端子、１０：導電性接触板、２０：導電性本体部、２１：底板部、２２：
天板部、２３：側板部（第１壁部）、２３ａ：突部、２４：側板部（第２壁部）、３０：
延出部（第１延出部）、３１：折返し部分（第１の折返し部分）、３２：重なり部分（第
１の重なり部分）、４０：延出部（第２延出部）、４１：折返し部分（第２の折返し部分
）、４２：重なり部分（第２の重なり部分）、５０：延出部（他端側の延出部）、５１：
折返し部分（他端側の折返し部分）、５２：重なり部分（他端側の重なり部分）、６０：
延出部、６１：折返し部分、６２：重なり部分、７０：ランス（第１ランス）、７１：折
り目部、７２：戻り部分、８０：ランス（第２ランス）、８１：折り目部、９０：かしめ
部、９１：導体かしめ部、９２：被覆固定部、１００：コネクタ、１０１：ハウジング、
１０２：端子収容空間、１０２ａ：傾斜面、１０２ｂ：被嵌合空間、１０３，１０４：ラ
ンス掛り部、１１０：カバー、２００：相手方コネクタ、Ａ１，Ａ２：軸線、Ｊ：治具、
Ｌ：軸、Ｒ１，Ｒ２：矢印、Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３：幅、Ｐ１：一端側の延出部形成部分、Ｐ
２：他端側の延出部形成部分
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